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（
総
務
委
員
会
）

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
〇
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
住
民
税
の
改
正

平
成
十
一
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
個
人
住
民
税
の
定
率
減
税
に
つ
い
て
二
分
の
一
に
縮
減
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
十
八

年
度
以
後
の
年
度
分
の
定
率
に
よ
る
税
額
控
除
額
を
、
個
人
住
民
税
所
得
割
額
の
七
・
五
％
（
現
行
十
五
％
）
に
相
当
す
る

金
額
（
最
高
控
除
限
度
額
二
万
円
（
現
行
四
万
円

）
と
す
る
。
な
お
、
本
改
正
は
、
平
成
十
八
年
六
月
徴
収
分
か
ら
実
施

）

す
る
。

二
、
所
得
譲
与
税
の
改
正
（
所
得
譲
与
税
法
の
一
部
改
正
）

税
源
移
譲
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
、
所
得
税
か
ら
個
人
住
民
税
へ
の
本
格
的
な
税
源
移
譲
を

実
施
す
る
こ
と
と
し
、
平
成
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
所
得
譲
与
税
に
よ
り
税
源
移
譲
を
行
う
。

１

所
得
譲
与
税
額
は
、
国
庫
補
助
負
担
金
の
改
革
内
容
を
踏
ま
え
、
一
兆
千
百
五
十
九
億
円
（
現
行
四
千
二
百
四
十
九
億

円
）
と
す
る
。
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２

配
分
割
合
は
、
そ
の
五
分
の
三
（
現
行
二
分
の
一
）
に
相
当
す
る
額
を
都
道
府
県
に
対
し
て
、
そ
の
五
分
の
二
（
現
行

二
分
の
一
）
に
相
当
す
る
額
を
市
町
村
に
対
し
て
譲
与
す
る
。

３

当
分
の
間
、
所
得
譲
与
税
の
収
入
見
込
額
の
全
額
（
現
行
七
十
五
％
）
を
地
方
交
付
税
の
基
準
財
政
収
入
額
に
算
入
す

る
措
置
を
講
ず
る
。

三
、
事
業
税
の
改
正

法
人
事
業
税
の
分
割
基
準
に
つ
い
て
、
各
都
道
府
県
内
に
お
け
る
法
人
の
事
業
規
模
等
を
よ
り
的
確
に
反
映
す
る
観
点
か

ら
、
見
直
し
を
行
う
。

１

非
製
造
業
（
鉄
道
事
業
・
軌
道
事
業
、
ガ
ス
供
給
業
・
倉
庫
業
及
び
電
気
供
給
業
を
除
く

）
に
つ
い
て
、
課
税
標
準

。

額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
関
係
都
道
府
県
に
所
在
す
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
数
に
、
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

を
関
係
都
道
府
県
に
所
在
す
る
従
業
者
の
数
に
あ
ん
分
す
る
。

２

資
本
の
金
額
又
は
出
資
金
額
が
一
億
円
以
上
の
法
人
に
つ
い
て
、
本
社
で
あ
る
事
務
所
又
は
事
業
所
の
従
業
者
の
数
を

二
分
の
一
に
相
当
す
る
数
と
す
る
措
置
を
廃
止
す
る
。

３

本
改
正
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
か
ら
適
用
す
る
。
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四
、
そ
の
他
の
改
正

１

個
人
住
民
税

イ

人
的
非
課
税
の
範
囲
の
見
直
し

年
齢
六
十
五
歳
以
上
の
者
の
う
ち
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
百
二
十
五
万
円
以
下
の
も
の
に
対
す
る
非
課
税
措
置
を

平
成
十
八
年
度
分
の
個
人
住
民
税
か
ら
段
階
的
に
廃
止
す
る
（
平
成
十
七
年
一
月
一
日
に
お
い
て
六
十
五
歳
に
達
し
て

い
た
者
の
税
額
を
、
平
成
十
八
年
度
分
は
三
分
の
一
、
平
成
十
九
年
度
分
は
三
分
の
二
、
平
成
二
十
年
度
分
か
ら
は
全

額
と
す
る

。

。
）

ロ

給
与
支
払
報
告
書
提
出
対
象
者
の
範
囲
の
見
直
し

給
与
の
支
払
者
が
関
係
市
町
村
に
提
出
す
る
給
与
支
払
報
告
書
の
提
出
対
象
者
の
範
囲
を
、
年
の
途
中
に
退
職
し
た

者
に
拡
大
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
者
に
対
す
る
給
与
支
払
金
額
が
三
十
万
円
以
下
の
場
合
に
は
、
提
出
し
な
い
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

自
動
車
税

県
域
を
越
え
る
自
動
車
の
転
出
入
に
係
る
自
動
車
税
の
月
割
計
算
を
廃
止
す
る
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
の
転
出
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入
か
ら
適
用
す
る

。

。
）

３

固
定
資
産
税

災
害
に
伴
う
避
難
指
示
等
が
翌
年
以
降
に
及
ん
だ
場
合
に
、
避
難
指
示
等
の
解
除
後
三
年
度
分
ま
で
（
現
行
被
災
後
二

年
度
分
ま
で
）
は
、
災
害
に
よ
っ
て
住
宅
が
存
し
な
く
な
っ
た
土
地
で
あ
っ
て
も
、
住
宅
用
地
の
特
例
を
適
用
す
る
措
置

を
講
ず
る
。

４

基
地
交
付
金
（
国
有
提
供
施
設
等
所
在
市
町
村
助
成
交
付
金
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

交
付
対
象
資
産
に
、
自
衛
隊
の
通
信
施
設
（
レ
ー
ダ
ー
サ
イ
ト
及
び
特
定
の
通
信
所
）
を
追
加
す
る
。

五
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


